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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月２５日（日） １７時０５分ごろ 

発生場所 兵庫県香美
か み

町香住
かすみ

港北方沖 

 香美町所在の香住港東浜西防波堤灯台から真方位３５４°１,５００ｍ付

近 

（概位 北緯３５°４０.１′ 東経１３４°３８.１′） 

事故調査の経過 平成２３年９月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 和光
わこう

丸、９.９８トン 

ＨＧ２－２９５０（漁船登録番号）、個人所有 

１４.８５ｍ（Lr）×２.９６ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４０４kＷ、昭和５３年４月４日 

Ｂ プレジャーボート 幸代
さちよ

丸、０.４トン 

   ＨＧ３－２９８００（漁船登録番号）、個人所有 

４.５９ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８kＷ、平成４年２月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年６月１３日 

免許証交付日 平成２２年６月１４日 

（平成２７年８月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５３年６月３０日 

免許証交付日 平成２３年１０月５日 

（平成２８年１２月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に破口、船外機濡れ損、廃船 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成２３年９月２５日１６時５０分

ごろ、香住港を出港して漁場に向かい、手動操舵により対地速力約１０ノ

ットで北北東進した。 

船長Ａは、香住港沖防波堤を通過する際、３海里（Ｍ）レンジのレーダ

ーで船首方向を確認したが、船舶の映像を認めなかったことから、以後、
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ふだんは行っていたいか釣り用の集魚灯（以下「集魚灯」という。）による

船首方向の死角を補うための船首を左右に振る操船を行わず、目視による

見張りだけを行いながら、Ａ船の左舷前方の２隻の遊漁船の釣果に注意し

て同じ針路速力で航行を続けた。 

Ａ船は、１７時０５分ごろ、香住港北方沖において、左舷船首部とＢ船

の右舷中央部とが衝突し、船長Ａは、衝撃を感じ、停船して周囲を確認し

たところ、Ｂ船とＢ船付近に船長Ｂを認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１５時００分から、香住港北方沖に

おいて、船首を東に向けて錨泊し、船長Ｂが、両舷船尾から釣竿を出して

船尾に腰を掛けて船首方向を向き、魚を釣っていた。 

船長Ｂは、１７時００分ごろ、香住港へ帰港のため、釣竿を片付け、錨

を上げようとした際、右舷船尾方約２０ｍに接近中のＡ船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船との衝突を避けるためにＢ船の船外機を起動しようとセ

ルモーターを回したが、船外機が起動しなかった。 

Ｂ船は、１７時０５分ごろ、右舷中央部とＡ船の左舷船首部とが衝突

し、右舷中央部に破口が生じ、船長Ｂは、右肩を打撲するとともに、落水

した。 

船長Ｂは、Ａ船に救助され、Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されたが、右舷中央

部の破口から浸水し、香住港沖防波堤付近において転覆した。 

Ａ船は、船長Ｂを乗船させ、転覆したＢ船をえい
．．

航して日没後に香住港

に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 Ａ船は、小型いか釣り漁船であり、集魚灯により船首方向に死角があっ

た。 

Ａ船のレーダーでは、Ｂ船と同程度の和船型の船は、０.５Ｍ程度に近づ

かないと映像が映らなかった。 

Ｂ船は、黒球形象物を備えていたが、掲揚できる設備がなかった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、香住港北方沖を北北東進中、船長Ａ

が、左舷前方の遊漁船に注意を向け、通常は実施

している集魚灯の死角を補う見張りを行わなかっ

たことから、前路で錨泊中のＢ船に向けて航行

し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、香住港北方沖で錨泊中、船長Ｂが、船

尾に座って船首方向を向いて釣りをして船尾方の

見張りを行っていなかったことから、Ａ船が右舷

船尾方約２０ｍに接近して気付き、船外機を起動

しようとしたが、船外機が起動せず、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因 本事故は、香住港北方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が錨泊中、

船長Ａが通常は実施している集魚灯の死角を補う見張りを行っていなかっ
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たため、Ａ船がＢ船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船首方向に死角がある船舶は、小型船舶を見落とさないように死角を

補う見張りを行うこと。 

・錨泊中であっても適切な見張りを実施すること。 

・黒球形象物を掲揚できる設備を設けること。 

 




